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自動車保険

パーフェクトガイド
【2026年1月以降始期用】
お車の補償編

あいおいニッセイ同和損害保険



当社ならではの事故対応サービス 『I’m ZIDAN』

夜間・休日の事故は全体の60％以上、当社では夜間・休日も社員が事故対応、

24時間365日、平日と変わらずお客さまによりそった事故対応サービスを実現



LESSON

お車の補償



車両保険

契約車両が衝突・接触等により損害を被った場合、車両保険金額を限度に保険金をお支払い

※故障による損害（バッテリー上がり含む）、タイヤ（チューブ含む）のみの損害（火災・盗難による損害除く）や、

契約車両に定着されていない付属品のみの損害（火災による損害除く）は保険金支払対象外

任意セット



Point

車両保険無過失事故特約

契約車両と相手自動車との衝突・接触事故で、その事故が客観的事実に照らして契約者に過失が

なかったことが認められる場合、ノーカウント事故として取り扱い、車両保険金をお支払い

 『相手自動車（所有者が契約車両の所有者と異なる自動車）』と『その運転者または所有者』が確認

できない場合は支払対象外

契約車両と相手自動車との衝突・接触事故で、その事故が（a）～（d）のいずれか

に該当し、かつ客観的事実に照らして契約車両を使用・管理していた方に過失が

なかったことが認められる場合、この特約を適用

自動セット



Point

全損時諸費用特約

車が「あまりに損傷がひどくて修理できない」または「修理費が保険金（車両価値）

を超える」と認められた場合などに、「全損」として判断され本特約を適用

車両保険金額の 10％（下限10万円、上限20万円） をお支払い

契約車両が車両事故により全損となった場合や、ご契約のお車が盗難された場合で、

車両保険の保険金が支払われるときに、諸費用として保険金をお支払い

 支払保険金の額が「2倍」となる全損時諸費用倍額払特約あり

自動セット



Point

地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約

●ご契約のお車に次のすべてを満たす損害が発生した場合

・ルーフの著しい損傷 ・3本以上のピラー折損、断裂またはこれと同程度の損傷

・前面・後面ガラスおよび左右いずれかのドアガラスの損傷

●ご契約のお車が流失または埋没し発見されなかった場合

●運転者席の座面を超える浸水を被った場合 等

ご契約のお車が地震・噴火・津波により、「全損」となった場合に、定額で50万円

（車両保険金額が50万円未満の場合は車両保険金額）を地震等保険金としてお支払い

任意セット



Point

新車特約

＜お支払い条件＞

① お車が修理できない場合、または修理費が車両保険金額以上となる場合

② 修理費が 新車保険価額の50％以上 となる場合

車両事故により契約車両に大きな損害が発生した場合で、かつ事故日翌日から90日以内に

新車を買い替えられた場合、新車保険金額を限度に代替自動車の購入費用をお支払い

＜セット可能な契約の条件＞

① 満期日の属する月が初度登録年月の翌月から起算して61か月以内のご契約

② 満期日の属する月が初度登録年月の翌月から起算して61か月を超える場合、始期日時点

（保険期間1年超の契約は最終保険年度）の車両保険金額が新車保険価額の50％以上のご契約

任意セット



Point

車両全損時復旧費用特約

＜お支払い条件＞

お車が修理できない場合、または修理費が車両保険金額以上となる場合

※ 復旧費用限度額とは、車両保険金額の2倍に相当する額、または車両保険金額

に100万円を加えた額のいずれか低い額

車両事故により契約車両に大きな損害が発生した場合で、かつ事故日翌日から90日以内に

新車に買い替えられた場合、復旧費用限度額を限度に代替自動車の購入費用をお支払い

＜セット可能な契約の条件＞

次の①②をすべて満たすご契約

① 満期日の属する月がご契約のお車の初度登録（検査）年月の翌月から起算して61か月超であること

② 始期日時点の車両保険金額が新車保険価額の50％未満であること

任意セット



LESSON

ご清聴ありがとうございました。

Thank You For Your Attention

ミニテストはコチラから

https://forms.office.com/r/ELRLCE8hzA

